
対象要件
●�市内に住民登録があり、運転免許証を保有し、
今年度中に65歳以上になる高齢者
●�自動車検査証上の所有者または使用者と同一の
住所に居住する方
●�4月1日以降に装置の購入・設置をした方
●�市税などに未納のない方
補助内容
●�購入・設置費用の2分の1（上限3万円）まで
●�1人につき1台まで

必要書類
●�自動車検査証の写し
●�運転免許証の写し
●�自動車税の納税証明書（領収書などでも可）の写し
●�装置の購入・設置費用の領収書
●�装置の取り付け作業が確認できる書類

問防災安全課☎0299-90-1131
　神栖警察署☎0299-90-0110

　高齢ドライバーのブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故を防止するため、
ペダル踏み間違い時急発進等抑制装置の設置（後付け）費用の一部を補助します。

高齢者の安全運転のために
問・問防災安全課☎0299-90-1131申

※�停止時や低速走行時に、アクセルを急激に踏み込んだ場合に、急発進を抑制する装置
ペダル踏み間違い時急発進等抑制装置（後付け）対象装置

　県内では昨年、交通事故により91人の方が亡くなられました。その
うち22人は夜間歩行中の被害で、その9割以上が反射材を着用していま
せんでした。
　夜間の外出時は反射材を着用して自分の存在をアピールし、交通事故
に遭わないようにしましょう。

反射材を着用しましょう

注 意 ！

　「一時的に資材置場として貸してほしい」「良い土で土地を埋立ててあげます」などと、う
まい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許
可で建設残土を埋立てられたりする事例が発生しています。
　これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともありま
す。
　不法投棄、野焼き、不適正な残土埋立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル「不法
投棄110番」まで通報をお願いします。

あなたの土地が狙われています！
問県廃棄物規制課☎029-301-3035

不法投棄110番　10120-536-380 へ

受付時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。
受付時間外は最寄りの警察署まで。

不法投棄・野焼きを見つけたら
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